
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JR 東労組八王子地本は、この間「新型コロナウイルスに関するアンケート」の取り組みを通じ

て八王子支社へ問い合わせを行い、指定公共機関としての役割と責任を果たすため「感染しない・

させない」ための感染拡大防止に取り組んでいくために職場環境の改善に向けて議論してきまし

た。 

 2020 年 5 月 25 日には、緊急事態宣言が解除され、感染症の拡大防止と社会の経済活動を両立

させる動きも加速していますが、東京都内では 1 日の感染者が 200 名を連続して超える日々が続

くなど新型コロナウイルス感染症に対する不安や恐怖は拭い切れていません。 

 終息が見通せない状況下で組合員は、感染の恐怖や不安を抱いて職場で奮闘しています。まもな

く夏季輸送を迎える中において、更なる感染拡大防止と組合員と家族の不安解消に向けて 7 月 15

日に申し入れを行いました！ 
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「新型コロナウイルス感染症の拡大防止

対策に関する申し入れ」を提出！！ 

１．夏季輸送を迎えるにあたり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止およ

び熱中症対策に対しては、『鉄軌道事業における新型コロナウイルス感染症対

策に関するガイドライン(第２版)』に基づき、具体的な対策を講じること。 

２．運車職場社員によるシーツ交換については、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止対策として実施すること。 

３．社員による「消毒作業」を行う際は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止に必要な対策を実施すること。 
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